
野叢南アジア研究』No．76，2012

Tarαssul－i，Mar　‘in　al－1）zffn　Muhαmmad　fsfineriに関する一考察

杉　山　雅樹

は　じ　め　に

　インシャーとは，アラビア語語根NSh’の第IV形動名詞形「創造，創作」を語義とし，広

義には文書・書簡の構成や文体を，狭義には書記1＞のための文書・書簡作成術，技巧的散文

術を意味する。インシャー術／書簡・文書作成術（‘ilm－i　inshざ）の指南書，またはその見本

となる書簡集，文書集はfインシャー作品」（またはヂインシャー文学」）と呼ばれ，散文学

の一ジャンルを形成する2）。

　イランではペルシア語が官庁用語となったガズナ朝以降，アラビア語インシャー術の伝統

を受けて，ペルシア語によるインシャー作品が生み出されるようになり，セルジューク脚下

で技巧的なインシャー術が発展した。しかし，モンゴルの侵攻以降インシャー作品そのも

のは書かれ続けたものの，モンゴル文書行政システムの影響を受けて文体の簡素化が進んだ

と雷われている〔Mojtaba3　1993：29！－292；渡部2003：198－199］。やがてティムール朝期に

なって技巧的，装飾釣な文体が復活し，特に同朝末期はペルシア語インシャー術の最盛期と

も見倣される〔Mitche11！997：！78，189－！90；Mohiuddin　l971：20－21］3＞。

1）　ティムール朝の行政制度においては，中央の行政機関であるディーワーンが軍務庁と財務庁に分

　かれ，それぞれの職員である「パフシ（bakhshi）」と「ワズィール」に対して，「テユルク系書記

　（niwlsandagan－i　Turk）」と「タジク系書記（niwisandagan－i　Taz1k）」という用語が用いられてい

　る［MA：159a－b；Ando　1992：234，237－238；Manz　2007：79－80；Subtelny　2007：69；間野200！：

　376－382；久保1997：150－154］。前者に関しては，テユルク語の書記であったが，後者の場合は今

　縫我々が想像するゼ書言己」というより，財務的な実務を扱う職員であったと考えられる。一方，

　スルタンの側近集駆を構成し，文書及び書簡の草稿作成を任務とするmunshiに態しては「起草

　窟」という訳語があてられる〔久保1997：157一一159］。本稿では便宜上，「書記」という訳認を，

　時代を越えて文書・書簡作成に関わる人物（katib，　munski，δab茎r）を総称する場合に用いる。ま

　た，ティムール朝期におけるmunshlという用語については，特定の宮職として霧及する場合に

　はf起草窟」という訳語を，より一般的にヂ文書・書簡を作成する者」として言及する場合には

　「ムンシー一」という表記を胴いる。

2）　インシャーの発展とその歴史など，基礎的な情報は以下を参照のこと［Roemer　1952：1－20；

　Roemer　1979；Vesel握992：188－202；Mojtaba’i　I993；Paul　1998］。なお，従来の研究には，イン

　シャー作品の中に財務術指南書を含めるもの［Roemer　！952：！3－16］，あるいは法務徳指爾書を含

　めるもの［VeselY　1992：202－206］カミある。しかし，ティムール朝期においては財務三指薗書と

　法務術指南書は別のジャンルを形成していたと考えられるため，本稿では対象としない。

3）以上のようなインシャー作品における文体の変化は，中央アジアやイランを中心に現存するノ



Ta　rassul－i　Mu　‘in　al－！）魏Mzψα7フ7〃zα4煙忽7」に関する一考察 43

　ペルシア語インシャー作品に関する二二は，その蟷矢となったRoemerを始め，まずは

勅令の写しを利用した行政鋼度史の爾から進められた［HerrmanR！968；Roemer　l952］。

しかし，近年では薪たに発兇されたインシャー作品が紹介され，従来利用されることのな

かった私的書簡が有する史料的価値の高さが指摘される他［Paul　l995；Paul　1998；Pau1

1999；W註taba　1379］，イラン系窟僚や書記の間で継承されていたインシャー術の文化的重

要性に着目した研究も発表されている［Mitchell　1997；渡部2003］。また，インシャー作

品の巾の書簡用例の分類に基づいて当時の社会階層を検証する研究も行われるなど

〔Mitchell　2003　i久保200！：74－80］，より広い視点からインシャー作晶が扱われるように

なった。

　しかしながら，インシャー作品そのものについて雷えば，その最盛i期とされるティムール

朝期の作品群に関してすら，専門的に研究の対象となったものは限られている。王朝末期の

ヘラートにおいて多くのインシャー作晶が生み出された背景には，王族や宮廷の有力者の学

芸保護によってもたらされた都市の文化的繁栄があったと考えられるが［Subtelny　1984　i

Subtelny　1988b：久保2001］，個々の作品を分析しその特徴を明らかにすることによって，

初めて当該時代のインシャー徳の発展を裏付けることができよう。

　そのティムール朝末期S慮an　Husayn　M1rza治世（r．1469～1470t　1470～1506年）を代表

する歴史家・文人の一人であるK：hwandamlrは，自身のインシャー作品集NN（1522－3～

！528年完成）4）の第1部（satr）第6章（lafz）「起草官に対する往信と返信の用例」の冒頭

において，インシャーによって生み出されるもの（munsha’at）を，①歴史や伝承・物語，

②支配者の布告（manashir），③書簡（makatib），の三つに分類し，それぞれのジャンル

に秀でたティムール朝期の文ノいムンシーを紹介している。そこで，②と③の達入として挙

げられているのが，インシャー作品集Mansha’5）の著者として知られるMawlana　Kamal

＼　文書を利用して各時代の文書書式と文体の変遷を考察したXleXOBnuの結論とも一致している

　　［9exoBng　1984：229－230］。なお，　qexoBHqの論文に関しては，久保氏による詳細な紹介がある

　　［久保1996：33－36］。

4）本稿で級うNNとSkN（！6世紀初頭完成）については，厳密に書えばティムール朝期のもので

　　はなく，サファヴィー朝治世下で完成したものである。しかし，そこに収録された勅令・書簡の

　　写しの申にティムール朝期のものが数多く含まれているだけでなくt作品編纂の声誉にはテd

　　ムール朝末期のヘラーートにおける都市文化の発展とインシャー文学の隆盛があったと考えられる。

　　そのため，本稿では両作品をTMIと同時代の作品として扱う。

5）‘Abd　aレWasi」の弟子であったShihab　al－Din　Abmad　Khwafi　Munshiが，師が作成した文書，書

　　簡の写しを編纂し，935年ジュマーーダー心月中旬／！53！年12月下旬に完成したとされている

　　［Mansha’一tx．（muqaddima）：14－15；Munzawi　1350：2121］。　Mansha’については，これまで勅令

　　の写しや様々な書物の序文が収められた第一部のみ校訂出版されている。校言∫者Hu鵬a頭n

　　Farrukhは葡書きの中で，書簡の写しを中心とした第二部の写真版とその校訂の出版を予告して

　　いるが［Mansha’一tx，（muqaδdima）：13］，現在に至るまで来降刮のままである。なお，　HumayUn

　　Farrukhが所持していた，第二部を含むMansha’後半部の写本は，現在イスラーム議会麟書館に

　　勝蔵されているくMansha’一ms．）。



44 杉　山　雅　樹

al－Din‘Abd　al－Wasi‘NiZaml（d．1503－04年）6）と，　Mawlana　Mu‘in　al－Dln　Mu取ammad

Isfizarlである［NN：37b－38a〕7）。後者Mu‘ln　al－DInについては，　Khwandamlrは別の著書

においても，彼が「当時の書記たちの支柱（‘umda－yi　mutarassilan）」であり，彼のヘラー

ト地方史RJとインシャー作品集TM亙が「人々の間でよく知られていた」ことを伝えてい

る［HS　4：348］。

　以上のように，同時代の著名な文人からインシャー術の達人と見倣され，その作品が広く

知られていたにも関わらず，Mu‘ln　a1－DlnのTMIを専門的に扱った研究は，これまでのと

ころ作品の簡単な紹介と勅令の写しの一一部をドイツ語に抄訳したThermannによる修士論

文のみである［Thermann　！975］8）。

　そこで本稿は，これまで十分に考察の対象になることがなかったティムール朝期のイン

シャー作品の一一つ，Mu‘ln　a1－DlnのTMIを取り上げ，その全体的な構成と作晶としての特

徴を明らかにすることをfi的とする。そのため，まず著者の経歴と写本の残存状況を確認す

る。次いで，全体的な構成とTMIで用いられる書簡・文書の分類方法を検討した後収録

されている勅令・書簡の写しの内容を分析する。最後に，TMIで描かれている社会階層区

分と，先行する時代や岡時代のインシャー作品のものとの比較を試みる。本稿で行う考察は

あくまでTMIという作品の全体像を掘握するためのものでしかないが，今後TMIを史料

として利用する上で必要な準備作業であると考える。

王　著者の経歴

　TMIの著者Mu‘ln　al－Din　Muhammad　al－Zamchl（Zimichl）al－lsfizayi　al－Harawlの経歴

に関しては，自著を含めいくつかの史料に断片的な情報が残されているのみである。ここで

は，ThermannとSubtelnyの研究に若干の補足を加えつつ，　Mu‘in　a1－Dlnの経歴を概説す

る［Subtelny　1998a；Thermann　1975：iii－vii］。

6）　MSの著％一　‘Abd　al－Razzaq　SamarqandiとMansha‘の編9“　Shihab　al－Dinはこの人物のラカブを

　Nl％m　al－Dlaとしている［Mansha’一tx：4；MS　4：！045］。‘Abd　al－Wasi‘の経歴，その他の著作に

　ついては以下を参照のこと［Mansha’一tx．（muqaddima）：16－24　i　MJ（muqaddima）：22－25］。

7）　さらにKhwandamlrは，これらヨつのジャンル金ての達人として，ティムール伝Zafar－ndma

　の著者Sharaf　al－DIR‘AII　Yazdlとインシャー作品集ShNの著考K：h幅la‘Abd　Al馳Marwarldを

　挙げ，①の達入として1ポAbd　a1－Razzaq　Samarqandiと自身の母方の祖父で年代言”L　Raw4at

　al－5afdi　’の著者Mlr　Khwanδを挙げている。

8）　本稿の校正段階において，Mayil　Rarawl氏がTM1－MSを利溺して妾鴎…のヘラートにおける書記

　文化の在り方を検証した，“Katiban－i　dlwanl：dar　shiaakht－i　2dab－i　katiban－i　dlwan－i　siyasl／far－

　hang－i　＄infi　wa　mardumi－yi　Timariyan－i　Harat”　A　wrdiq－i　tAti　1・j．2が一丁された。無春は氏の了

　承の下，校正段階の原稿を拝読する機会に恵まれただけなく，数多くの有益な指摘も頂くことが

　できた。ここに記して謝意を表する。なお，残念ながら本稿執筆時点では氏の論考は未刊であっ

　たため，筆者が氏の指摘及び校正段階の原稿を通じて得た情報については，その都度注記するに

　留める。
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　Mu‘in　al－Dinは，ヘラートの南約120　kmに位置する，イスフィザール地方の主邑（qa§a－

ba）サブザワール（またはサブザール）で生まれ［RJ　1：107］，故郷で学問を習得した後

873／1468－69年にヘラートに移り住んだ。やがてSultan　Husayn治世下で権勢を揮ったイラ

ン系官僚Khwaja　Majd　al－Din　Mubammad　K：hwafi（d．1494年）9＞に仕えるようになり

［TMI－MS：4b，8a－b］，正確な時期については明らかではないものの起草窟に就任したと考

えられる10）。本稿で扱うTMIは，　Mald　al－Dinがギ国務と財務の最有力者（＄ahib－il〈htiyar－

imulki　wa　m農li）」として再任された892／1487年から，彼が再び罷免される895／！490年の

問に完成し，Mald　al－Dinに献呈されたものである。1490年にMajd　al－Dlnが失脚した後

Mu‘ln　al－Dlnは新たに「国務と財務の最有力者」となったワズィール，　Khwaja　Qiwam

al－D狙Ni％m　a1－Mulk　K：hw菰（d．1498年）の保護を受けたとされる11）。904／1498－99年に

Sult2n　Husaynの側近であり，当時の著名な文人，学芸保護者であったMir‘AII　Shir

（1441～1501年）によってヘラートの金曜モスクが改修された際，Mu‘ln　al－Dlnが改修の完

了を記念して詩を創作した，という記述が史料上確認できる彼の最後の動向である［K：hA：

188］o

　ところでSubtelnyは，‘Ali　Shlrが詩入伝MNの中で紹介しているMawlana酷m1を

Mu‘in　al－Dinに比定している［Subtelny　1998a：595－596］i2＞。　MNの記述によれば，彼はサ

9）Shah　Rukh治世（r．1409～1447年）の最も有力なワズィールであったKhwaja　Ghiyath　a1－Din

　Pir　Abmadの息子。876年終り頃／1472年春，　Su豆類n　Husaynから，パルワーナチ職（manSab－i

　parw鋤ach1　wa　risala）とあらゆる勅今に署名して是認する権利，国務と財務の璽要事や公正を求

　める者たちの書葉を上奏する職務と発令された命令を惣ら作成する権限を授与された。しかし

　883／1478年には，他のイラン系官僚らの策謀により，パルワーナチ職を除く全ての職務から罷免

　された。1487年に発の職務に復帰を果たすが，1490年には‘AII　Shirやテユルク系アミールも交

　えたディーワーン内部の陰謀のために再び罷免され，899年ズルカァダ月／1494年8－9月に殺害さ

　れた［DW：400－4！8；耳S　4：160，167，179－182，187－！88，195－！98；Barthold！962：39－40，47－51；

　Subtelny　1988b：493；Subtelny　2007：81－99；久保1997：！61－166］。

10）TMIとRJの中に，　Mu‘in　aE－Dlnの起草によるアク・コユンル朝君主Su1‡an　Ya‘qOb（r

　l478～1490年）の書簡に対する全く恥じ返信の写しが収められている［RJ！：347－354；TMI：盟一

　2（後駆の【表】の「第竃部no．2」の写しを指す。以下1司様）】。　RJには，　Sultan　Ya‘qUbからグ

　ルジァの城砦を征服したことを伝える書簡が屈いた日に，ギャルムシール地方からSultan

　Husayn配下の軍がバザーーラを討伐したという知らせがもたらされたこと，そしてSultan　gusayn

　の命により，Sultan　Ya‘qUbの書簡に対する返信としてMu‘IR　al－Din自身がその勝利宣即吟

　（fath－nama）を作成したことが記されている［RJ　1：345－346］。　Sultan　Ya’qttbによるグルジア遠

　征は，891年ラマダーン月からシャツワール月にかけて（！486年8－10月）行われたとされている

　［T‘AA：218－225，　tr．　43－45，103（Annex　iv）］。以上のことから，　Majd　al－Dlnが一時「国務と財務

　の最有力者」という璽要なポストから罷免されていた問（1478～1487年）も，Mu‘la　aレD通が起

　草亀の職にいたことが分かる。

11）Mu‘ln　al－Dinのもう一つの代表作であるRJは，　Nizam　al－Mulkの指示により執筆され，

　899／1494年にこの入物に献呈された［Barthold　1962：56；Manz　2007：62，107－108；Thermann

　1975：　vi；　Sperellb　1972：　1046］o

12）　この詩人の名前に関して，　MNのチャガタイ語校訂本ではNa’1とあるがt　SubtelnyはMNの

　ペルシア語翻訳本に従ってNamiと紹介している薮。五MN－P！：98；MN－P2：275］。　N誼とは「ネ／
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ブザワール出身でインシャー術とタァリーク体（nama　kha‡tl）　i3＞の達人として知られてい

たが，‘Abd　al－Wasi‘を始めとする当時のムンシーたちは彼の文体を否定し，能書家たちは

彼の書体を認めていなかったという　〔MN：154－155］。　MNにあるNam更をMu‘ln　al－Dlnに

比定することに関しては，当時他に該当しそうな著名な文人がいないことから妥当であると

思われる。しかし，上記のようなMNにあるMu‘in　al－D亙Rに対する評樋は，「はじめに」で

挙げたKhwandamirのそれとは全く反対のものである。この評価の違いは，何に由来する

のであろうか。

　MNの記述からは，　Mu‘ln　al－Dlnの文体や書体について他のムンシーや能書家が具体的に

どのような点で批判していたのか明らかではない。一方，Mu‘ln　al－DIRを批判したムンシー

の代表者として挙げられている‘Abd　a1一一Wasi‘は自著のMJやMansha’の申でMu‘ln　al一一Din

に関して一切記述しておらず，Mu短a1－DiRもまたRJやTMIの中で‘Abd　al－Wasi‘につい

て何も述べていない。岡時代の著名人・文入が数多く登場する両者の作品群の中に，相手に

関する言及が一切ないことも，双方の問に何らかの対立があった可能性を示唆するものと書

えよう14＞Q

　次に，Mu‘ln　al－Dlnと’Abd　al－Wasi‘と，彼らの保護者との関係の違いを検証してみたい。

両者は共に巌初Majd　al－Dlnの保護を受け，ほぼ岡時期に起草官を務めていたと考えられる。

しかしながら，当時のヘラートにおける文芸サークルの活動を克明に記録しているBWの

中で，Mu‘ln　al－Dlnと確定しうる人物はほとんど述べられていないのに紺し15＞，　tAbd

al－Wasi‘はMajd　al－Dinの主催する会合（majlis，　mabfi｝）における中心入物であったこと

x　　イ奏者」を意味するが，Mu‘夏n　al－Dlnがネイを得意としていたかどうかは明らかではなく，正確

　　な彼のペンネームについて決定的な証拠はない。

13）　7／13世紀頃から使溺され始め，8／14世紀にはさらに改良が擁えられたペルシア語の書体。本来

　　続けて書いてはならないはずの文字をつなげて書くことから，素早い筆記が可能であった。その

　　ため，公的書簡を書く際に沁んで鼠戸され，「書簡書体（khatt－i　tarassul）」とも11乎ばれた［YUsofi

　　1990：694－695］e

14）Mansha’には，‘Abd　al－W農sYが“AII　Shlr宛てに書いた書簡の写しが残されている。その中でT

　　彼はSu漁n　Husaynから1執筆を命じられた歴艶書の草稿を書き上げたがtディーワーン内都の

　　敵対者たちによる妨害のために受け入れてもらえない，と不満を述べている［Mansha’一ms．：

　　138b－！41a；Mansha’一tx．（rnuqaddima＞；　20－23］。　Mansha「の編者であるShikitb　al－D1nがつけたと

　　思われる書簡の写しのタイトルには，‘Abd　al－Wasi‘の敵対者としてMajd　aレDinの名が挙げられ

　　ているが，書簡本文の中にその名が書かれている訳ではない。‘Abd　al－Wasi‘の表現をそのまま受

　　け取るのであれば人物こそ特定繊来ないものの，ディーワーン内部に彼と対立する者たちがい

　　たことは間違いないと考えられる。

15）902／1496－97年，当蒔評醤の高かった錬金術師がニーシャープールからヘラートにやって来た

　　際，Sultan　Elusaynが二身の代わりに歓遡に向かわせた！2人の中に，‘Ail　Shirらと共に

　　Muhammad　Na’1なる人物が挙げられている〔BW　2：393］。また，　BWの一部の写本では，　Majd

　　al－Dlnの会合の列席者の一人としてMawlana　Mu‘in　Sabzawarlという人物が現れる縮W　1：405］。

　　いずれの場合も名前以外の情報は一切書かれていない。後者の人物については，我々のMu‘ln

　　al－Dlnと岡一人物である胃能性が高いと言えるが，現存する最も古い二つの写本ではニスバが

　　Shlraz至となっており，確定には至らない。
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が確認できる16）。また，Mald　al－Dinが失脚した後，　Mu3n　al－DlnはNiZam　al－Mulkに仕え，

彼からRJ執筆を指示されたことは間違いないものの［RJ　1：47－50］，両者の関係について

それ以上の情報は残されていない。一方，‘Abd　al－Wasi‘はNi痴m　al－Mulkの二人の息子の

教師を務めていたことが確認できる［DW：424－425］。以上のことから，‘Abd　al－W2si‘は

Mu‘in　a1－Dinに比べて，当時のイラン系官僚の最有力者であった二人の保護者とより深い関

係にあったと考えられる。

　次に，両者とMNの著者である‘Ah　Shlrとの関係を検討したい。‘Abd　a1－Wasi｝は‘AII

Shlrと親交が深かった高名なペルシア詩人Abd　a1－Rabman　Jaml（1414～1492年）から絶大

な信頼を覆かれていたのに対し，Mu‘ln　aレDfnはRJとTM1の冒頭でJamlに対する賛辞を

書き連ねているものの［RJ！：25－29；TMI－MS：6b－7a〕，　Jamlとの具体的な関係は明らかで

はなく，‘All　Shlrとの直接的な交流を示す記録も残っていない。一方，　tAbd　al－Wasi‘は自

著であるJAmi伝MJを‘AII　Shlrに献呈しており［MA：85］，一時的にせよ‘AII　Shlrから保

護を受けていたとも考えられる［cf．久保！990：44－45］。すなわち，‘AlI　Shirとの間でも，

Mu‘1n　al－Dlnに比べ‘Abd　al－Wasi‘の方がより近い関係を築いていたと見倣しうるのである。

　以上のことから，Mu‘in　al－Dlnと‘Abd　al－Wasi‘は起草窟という瞬じ職務に就いていたも

のの，保護者及び‘All　Shlrとの関係や，当時のヘラートにおける文芸サークルでの立場は

大きく異なるものであったと言える。それ故彼らの間に何らかの対立が生まれた際，‘Ali

Shlrはより近い関係にあった‘Abd　al－Wasi‘を支持するような記述を残したと想定しうる。．

その一方，中立な立場にあったKhwandamirがMu‘ln　a1－Dinを高く評価したように，多く

の人々にとって彼のインシャー・一作晶は称賛の対象であったと考えられるのである。

豆　TMIの写本について

　管見の眼り，TMIの写本についてはイランを中心に合計6種現存している。

①イスラーム議会図書館（旧上院議会図書館Bayanl　collection，テヘラン）所蔵no．　318ss

　　（MS）

　議会図書館の写本カタWグでは，「TarassulもしくはM観s加厩」という書名で紹介され，

ヒジュラ暦10世紀に＝書写されたものと推定されている［DaDishpazhah＆Anwari　1355：

159］。一方，Munzawlはヒジュラ暦9～10世紀の写本とし，「恐らく著者直筆である」とす

16＞　当聴，ヘラーートの文芸サークルではMald　a1－Dlnの冗談に対して’Abd　al－Wasi’が応酬するとい

　うやりとりが良く知られていたようである£HS　4：339；MN：！55；MN－Pl：99］。‘AII　Shlrはその

　やりとりを見たいがために，Mald　a1－D短に彼の会合への参加を願い酎ている［BW　1：403－413；

　Subtelny　1984：　144－145］0

17）例えば，彼はJamiからBahdristtznの草稿を手渡されて推敲を依頼されるほど，その学識と文

　才を認められていた〔MJ：236－237］。
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る［Munzawl　1350：2091－2092］。しかし，最終葉が欠落しているため，著者直筆の手稿本

とするには決め手に欠ける。なお，本文申に明らかな誤りがいくつか存在するだけでなく，

一部錯簡が児られる18）。

②アースターネ・ゴドセ・レザヴィー図書館（マシュハド）所蔵no．　4994（AQ）

　写本カタログでは「著者不明のTαrassar／Jとして紹介されているが，記述内容が一致す

ることから，本写本がTMIであることは問違いない。　MS写本とはかなり書体の異なる，

「中央アジアのナスタァリーク体」で書かれており，ヒジュラ暦！0世紀初頭の書写と推定さ

れる［Gulchln－i　Ma‘ali　1346：249－250］。作品の冒頭部分や第三部第三章の途中から最後まで，

さらに第二部第二章から三章にかけても欠落があり，全体の約2割強に網当する分量が欠け

ている。

③マルアシー公共図書館（ゴム）所蔵no．！2775／1（Mar）

　！0！2年ムハッラム月中旬／1603年6月下旬書写［Mar‘ashl　Najafi　1383：454］。今園利用し

た写本の申ではMSに次いで最も多くの写しを収録し，ほぼ完全に近い形で残っている。

④インディア・オフィス図書館（ロンドン）所蔵no．　204！〈IO）

　！081年ムハッラム月朔日／1670年3月2！H書写［Eth619G3：1！3！］i9）。　MS写本やMar

写本と比べると，特に書簡の写しの中にいくつか欠落が認められる。

⑤パンジャー・ブ大学図書館（ラホール）所蔵Shirani　3236／231

　写本弔事nグではfzshdi　’一i　Mu　‘in　Za7nchiという書名で紹介されており，ヒジュラ暦

10～11世紀書写とされる。カタuグの情報が極めて少ないため詳綱は明らかではないが，

完全な形では残存していないようである£Bashir　Husayn　l969：346；Munzawi　1350：

2091－2092］．

⑥オリエンタル・パブリック図書館（バンキプル）所蔵且。，！098／34

　カタmグでは集成写本（majmifa）の一部として，　Risdilawwyi　qawdninという書名で紹介

されている。葉数にして5葉分の分量しかなく，その内容は，TMIの冒頭部分の一部，す

なわち蟹頭からMu’ln　al一一DlnがMajd　al－Dinの許を訪れたことに関する記述までのみである。

正確な書写年代は不明だが，18盤紀のものと推定されるこAbdul　Muqtadir　1927：！23－124，

134；SpeyeJib　1972：IO48］．

　以上6種の写本のうち，筆者は①MS，②AQ，③Mar，④IOの4写本の複写を入手

することが出来た。4写本をそれぞれ比較した結果書写年代が古いと推定されること，最

終部分が欠落しているものの，それ以外はほぼ押金な形で残存していること，明らかな誤り

が数カ所存在するものの，概ね正確に書写されていると兇召しうること，以上の理由により，

！8）ヨ箇所で錯簡が認められる。MS写本を正しく配列すると以下のようになる。　lb－18b・＝25a－

　35b＝19a－24b　m・　36a－225b（＝は錯簡簡所を示す）。

19）EthξとTherrnannは，写本圏頭の見返しに乃z曲グゴ．45（のと記されていると指摘しているが

　［Eth6！903：1131；ThermanR　1975：xi］，実際には乃～s桝目．45砂ヲ励∫と書かれている。
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現段階ではMS写本が最も優れた写本であると判断した20）。一一方，　AQ写本は勅令や書簡の

写しのタイトルが他の写本とは大きく異なるだけでなく，他の写本には含まれない勅令の写

しも一通存在する。以上のことから，AQ写本が書写される際にはT　MS写本とは別系統の

ものが用いられた考えられる。AQ写本にも誤りや語句の脱落が見受けられるが，　MS写本

の誤りを訂正できる箇所やよりふさわしいと思われる表現もあり，重要な写本であるといえ

る。Mar写本と10写本に関しては，　MS写本との共通性が多く確認できることから，　MS

写本そのもの，あるいは同系統の写本を書写したと思われる21＞。

m　TMIの構成と内容

本章では，TMI執筆の動機と全体の構成を検：均した後，収録されている勅令や書簡の写

しの分析を逓じて，TMIが有するインシャー作品集としての特徴を明らかにする。

　1執筆の動機と全体の構成

　まず，Mu‘狙aH）inがこの作晶を執筆した動機については，　TMIの冒頭部分において，

神と閉門者への賛辞，Su聴n　Husaynに対する称賛ヘラーートの町の描写，　Jamiに対する称

賛Majd　a1－Dlnに仕えるようになった経緯の説明に続いて，次のように述べられている。

　　〔私は，）閣下（Mald　al－Dln）が登用して下さった恩返し（ri‘ayat－i　1］uqUq－i　tarbiyat－ash）に記念

　　となるもの（tadhkar＞を書き記し，かのお方の天空の地位にある敷腸に仕える者たちを思い綴と

　　して残そう，と思い立った。幸運の徴を持つ閣下のお心は常に驚くべき文体（gharayib－i　’ibarat）

　　と望ましい隠喩（raghayib－i　isti‘arat）を好んでおられたので，以下のようにするのがふさわしい

　　であろう。この書を「書記術の轡（tarassul）」として執筆すること（irad）で感謝を示し（tawas－

　　sui　namGda），様々な分野で生まれた命令（ahkam）や書簡（臓akt自bat），小書簡（riqa‘）や序文

　　（muqaddimat）を編纂する（tadwin　dada　shawad）。そしてt今この日代に萎れた資質（tabi‘at－i

　　afsurda）と枯れた才能（qarlhat－i　pazhmurda＞が生み出す（musamabat　namayad）その他のも

　　のをそれに擁えて，披露の場に遣こう。そうすれば，この道を歩む者たちやこの慣しを学ぶ者た

　　ちにとって助けとなるであろう［TMI－MS：9a－b］。（〔〕内は筆者が補った文需。以下瞬〉

以上の記述から，Mu‘in　al－Dlnは保護者であるMajd　al－Dlnへの恩返しとしてTMIの編纂

を行ったこと，その結果として自身の作品がインシャー術を学ぶ者たちにとって勘け」と

なることを望んでいたことが分かる。なお，Mu‘ln　a1－E）inが登用の恩返しに「書記術の書」

20）　本稿では煩雑さを避けるため，典拠としてTMIの写本の該惑フォリオ数を示す場合にはMS

　写本のみ提示する。なお，イランの図書館に所蔵されている写本の多くはヨ三確なフォリオ数が書

　かれていない。本稿でイランにある写本のフォリオ数を提示する際には，TMI－AQ，一Marを除

　き，盒て筆者窟身が付したものを利用する。

21）　MS写本と10写本の共通性については，既にThermannの指摘がある［Thermann　1975：14］。
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の編纂を選んだ理由として，Majd　al－Dinが「常に驚くべき文体と望ましい隠喩を好んで」

いたことが挙げられているが，その背景にはSui薇n　Abtt　Sa‘ld　Mlrza治世（r．1451～1469

年）に起草官を務め，Sultan　Husayn治世でもパルワーナチ職という文書行政に関わる職務

に就いていたMajd　a1－Dinの経歴があったと書えるだろう［DW：4eO；HS　4：！60］。

　また，引用文の申にある「萎れた資質と借れた才能」とは，Mu‘in　al－Dinが自身の能力を

卑下する表現であると考えられる。このことから，TMIに収録されているヂ命令や書簡，

小書簡や序文」の写しはMu‘in　a1－Dinによって「編纂」されたものであり，彼自身が起草

したものも「それに加え」られていることが分かる。TMIの本文中に，それぞれの写しが

「編纂」されたものなのか，Mu‘in　al－Dinが起草したものなのかを示す記述や目印は存在し

ないため，両者を区製することは不可能である。しかし，その一方，Mu‘in　al－DinはTMI

の序の最後では，読者に対’して作品申の自身の過失を訂正してくれるよう依頼している

〔TMI－MS：！0a－b〕。　Mu‘ln　al－Dlnが購時代の文人からインシャーの達人と見倣されていた

ことや，多くのインシャー作晶が被献呈者や盤の人々に対して書き手の文才を示すために編

纂・執筆されたという指摘［渡部2003：204，　208］も考慮に入れると，引用文中の記述もま

た単なる謙遜の表現であり，実際には収録された写しの多くがMu‘in　a｝一Dlnによる起草で

あったとも考えられる。

　次に，TMIの全体の構成については，　Mu‘ln　al－DIRが冒頭部分においてE次を提示して

いる［TMI－MS：9b－10a］。その簸次に従って，勅令や書簡の写しを分類したものが後掲の

【刻である。

　さて，従来の研究では，インシャー作1漁は大きく分けて①書記のための理論的，実務

的手引書，②模範的な書簡・文書の集成s③跳者を合わせたもの，という三つに分類され

ている〔Roemer　1952：18－19；Roe憩er　1979；Paul　！9981。この分類にあてはめるとすれば，

書記術論と文書・書簡の写しが収録されたTMIは③に該当すると雷えるだろう。

　上記3種のうち，①はインシャー術指南書とも呼ばれ，その多くは書簡冒頭部を解説する

ものが中心であった。しかし，14世紀以降には冒頭部という概念を用いず，書簡を往儒と

野僧に分け，それぞれを複数の部位に分罰して説明する新たな形式が現れたとされている

［渡部2003：201－202］。一一方，TMIの書記術論では書簡の冒頭部や各部位の構成に関する詳

しい説明は一切なされていない。また，H（！4世紀中頃～後半完成）やDK：（1366年完成〉

など先行するインシャー作品の記述と共通する書簡作成上の作法を確認できるものの，その

内容は文書・書簡作成のための手引というよりも，書記が本来備えるべき道徳や知識の紹介

と，それに関わる教訓的な逸話が中心である22＞。以上のことから，TMIという作品そのも

のは理論的，実務的な手引書としての傾向は弱く，全体の構成からもその重点は勅令や書簡

22）TMIの書記術論における先行する様々なインシャー作品の影響については，罵稿にて論じる予

　定である。
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の写しにあると考えられる。

　ところで，これまでの研究において，時代や地域の違いに加え，それぞれの作品の編者／

著者による解釈が多種多様であるために，インシャー作品毎に文書・書簡の分類方法とその

用語の定義が異なることがしばしば指摘されてきた［lslam！979：4－5；Mitche11！997：

！83－184；渡部2002：8］。そこで，TMIにおける文書・書簡の分類方法と使用されている用

語について確認しておきたい。

　　スルタンたちは〔他の〕スルタンたちに舛してtあるいは気高き家系のサイイドたちや高き地位

　　にある偉大なシャイフたちに対しては，「書簡（maktttb）」を書く。また，その他の人類の諸集駆

　　に対しては「命令書や命令（amth呈la　wa　a駄am）」を書く。人類の諸集鐡のうち，偉大なサイイド

　　たちや高貴なシャイフたちはスルタンたちに対して「書簡」を審く。それ以外の人々は〔スルタ

　　ンたちに対して〕「上奏文（‘arda－dasht）」を盤く［TMI－MS：90a－b］。

すなわち，M疽nal一窃nの規定によれば，差出人と受取人の地位：の違いによって，それぞれ

「maktab⊥「amthila　wa　ahkam⊥「ayda－dasht」という区別がなされるというのである。

　ティムール朝成立以前に編纂されたインシャー作晶の中に、TMIのような書簡・文書の

分類方法と用語の定義を説明するものは見当たらない。しかし，TMIが編纂されるおよそ

15年前にインドのパフマニー朝下でKhwaja　Mahmad　Gawan（141！～1482年）23＞によって

執筆されたMaDa加q475年完成）では，　TMIと隅じく差出人と受取人の地位の差異に基

づいて分類されていることが確認できる［Mitchell　1997：183－184；Muhiuddin　l971：17］。

　　差出人（mursi1）が〔受取人〕よりも上位の人物である場合，差鵬入が王であるか否かを考慮せね

　　ばならない。王である場合には，書かれたもの（mas頒r）は「布告（manshUr）」，あるいは「勝

　　利宣醤書（fatb－nama）」Tまたは汐アルマーン」と呼ばれる。上位の差娼人が王ではない場合，

　　それは「命令書（mitlt21）」と呼ばれ，アミールたちやワズィールたち［中略］が書くものを指す。

　　差礁人が受取人（mursal－un　llayhl）と同等である場合，それは「書簡（naaktab）」と呼ばれる。

　　差出人が受取人よりも下位の人物である場合，それは「上奏文（‘arlda）」と呼ばれる。［Man2zir：

　　185－！86］

Manazirでは上位から下位に対して書かれるもののうち，差出人が王であるか否かによって

fmanshar，　fat祉nama，　farman」とヂmithal」に区別しているという違いはあるものの，

その分類方法と用語の使用に関してTMIと多くの共通点を晃出すことができる2の。　Mu‘ln

23）　イランのギーラーン地方で高宮の地位にあった家系幽身。インドに移住しt南インドを支配し

　たパフマニ一朝でワズィールを務めるなど権勢を振るい，Khwala　Jahanという称号を与えられた。

　インシャー術指診書Manazirや轡簡集Rαω4α’α1一翫5擁’の著者としても知られる£Sherwani

　！986］0

24）行政文書において，「mithaljを「manshUr，　fatb－nama，　farmanjなどよりも下位区分として

　設定することについては，LIにも同様の記述がある［LI：116a－b；渡部2003　：　205－206］。しかし

　ながら，少なくともティムール朝下で編纂されたインシャー作品の中に上記のような行政文書の

　区分を兇出すことはできない。
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ai－DinがMaRazirから直接影響を受けたかどうかについては明らかではないが，少なくと

も受取人と差出人の地位の差に応じて用語を定義するという認識が，15雀紀後半という階

期に地域を越えて存在していたと言えるだろう25）。

　一一方で，「スルタンに『書簡』を書くことのできる同等の入物」という観点から爾者の定

義を比較してみると，TMIとManazirの間に大きな違いがあることに気付く。すなわち，

Manazirの記述からはスルタンにヂ書簡jを送ることが娼来るのは「他のスルタン」しか想

定できないのに対し，TMIではサイイドやシャイフもスルタンにf鈴鰍を送ることが出

来るとされているのである。さらに，Mu‘ln　a1－Dlnは，第二部第三章の冨頭においても「先

に述べた集団（サイイドやシャイフたち）を除く人類の諸集団が，スルタンに対して書くも

のは揮上奏文』である」［TMI－MS：151a］と述べ，サイイドやシャイフがスルタンと同等

の地位を有することを繰り返し強調している。

　このようにMu‘ln　al－Dinがサイイドとシャイフの地位の高さを強調した背景には，当時

のヘラートにおけるナクシュバンディーヤの影響とサイイド崇敬の普及があったと考えられ

る。そして，実際にTMIの第二部と第三部にはSul質n　Htlsaynがサイイドやシャイフに宛

てて書いた書簡の写しが収録されている。これらの書簡の内容については第三飾で，Mu‘ln

al－Dinが設定した社会階層に関しては第四節で改めて述べたい。

　2勅令の写し

　TMIには合計47通（うち1通はAQのみに存在）の勅令の写しが収められている26）。

残念ながら，その全てに発行年は記されておらず，被任命者の名前が「何某（fulan）」と明

記されないケースが！4逓ある。しかし，逆に雷えば被任命者が明示されている場合が全

体の七割を占めており，そのうち14名については同時代の年代記史料などにも記述されて

いる著名な人物である［1－3，4，7，8，9，20，22，23，　24，25，　28，33，　34，35，36］。さらに勅令の写

しのうち8件に関しては，年代記など他の史料の記述から，被任命者がその職務に就いてい

たことが確認、できる［1－3，4，7，8，9，22，　23，283。

　次に，TMIとその他のインシャー作品に収録された勅令の写しとの関係について確認し

ておこう。ここで重要なことは，TMI収録の4件の任命書の写し［1－3，27，　32，　34コに関し

25）　同時…代のヘラートで書かれたMakhzanでは，まずインシャー術が購う対象は「書簡（muba－

　warat　wa　mukhatabat）」と「命自書（tawql．at　wa　l顯qat）」1こ区分される。そのうち「書簡」に

　ついては，受取人と差繊人の地位の差に従い，受取入が下位であれば「riqa‘」，爾者が瞬等であれ

　ば「murasa12t」または「ikhwaniyatj，受取人が上位であれば「murafa’at」に分類されている

　〔Makhzan－BN：5b，一MSh：3b］。差出人と受取人の地位の違いに基づいて区醸し，其々に用語を

　定義するという点では　TMIやMaaa瞬rと共通していると書える。

26＞各勅令の写しのタイトルにはtmanshar，　hukrn（abk2m＞，箆is捻nといった胴語が用いられて

　いる。しかし，写本間でかなりの異同があるだけでなくTいずれの写本においてもそれぞれの胴

　語とt写しの内容や書式との間に相関関係を見出すことは出来ない。本稿では便宜上，用語の違

　いに関わらず，写しの内容に従って「勅令」または「任命書」と訳し分けておく。
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て，Mansha’の中に全く同じ人物に対する恥じ職務の任命書の写しが収められていることで

ある。両作品の任命書の写しを比較してみるとs書式や表現という観点から以下の二つに分

類することができる27）。

①パルワーナチ職［Mansha’一tx．：217－219；TMI：1－3］，ムフタスィブ職〔Mansha’一tx．：

　　！！9－122；TMI：1－27］，　G2zurgahのシャイフ職［Mansha’一tx．：133－！37；TMI：1－32］

　この三つの任命書に関しては，使用されている語彙や表現が大きく異なるばかりかf書式

についてもほとんど共通点を見出せない。

②Malikat　Agha28）の病院（dar　a1－Shifa’）の医師1識［Mansha’一ms．　：9b－11b，一tx．：281－

　　2821TMI：1－34］

　TMI収録の写しの最終部分（全体の二割程度）の文面はMansha’収録の写しの該嶺箇所

とは大きく異なるだけでなく，使用される単語や表現にいくつか相違が見られるものの，全

体的な書式は全く同じものである29＞。

　上記①の場合，原文書が存在しない以k両インシャー作品集に収録されたもののうち，

どちらが実際に発行されたものの写しなのか明らかではない。さらに，実際にスルタンから

文書作成の命令を受けて双方が各々起草し，どちらかが発行されたか，あるいは双方とも発

行されなかったか，など様々なケースを想定しうる。また，②の場合には，Mu‘in　a1－Dlnが

’Abd　al－Wasi’の起草による任命書をTMIに収録した，あるいは逆にMansha’が後代に編纂

された三二であることから，編纂者がTMIの写しを基にして書いた，という可能姓も考え

られる。いずれにせよ，現存するインシャー作品からのみ判断することは不可能である。

　これまでも，インシャー作品に収められた勅令や書簡の写しについて，元になった文書自

体が残存していないため，史料としての信頼性に欠けるという問題が指摘されてきた

［ROemer！952：19，27；Roemer　1979］。しかしながら，文書が発行されたか否かに関わりな

く，それらの写しの中には著者／編者にとって「書くべきもの」や「書くべき表現」といっ

た理想が反映されているはずである［c£Pau11995：535；Pau11998］。特に，起草窟という文

書行政における重要な立場にあったMu‘in　al－Dinならば宮僚や宗教諸職に関する十分な

情報を有した上で起草／編纂を行っていたと考えるべきであろう。

　例えば，上述のTMIとMansha’に収められている同じ人物に対する同じ職務の任命書の

写しを比較した場合，そこに書かれている職務内容はほぼ共通している。中には①のムフタ

27）　このうち，TMI：1　一32とMansha’一tx．：！33－137の被任命者と職務内容の共通性，及びTMI：1－

　34とMashaLtx．：28！－282の内容の共通性については，　Mayil　Harawi氏から指摘を頂いた。

28）　チンギス家出身で，当初‘Umar　Shaykh　b．　TimUr（d．796／1394年）の妻，後にShah　Rukhの妻

　となった［Manz　2007：29；Woods　1990：20，43］。

29）　なお，Mansha’一tx．収録の当該任命書の写しは，　ManshaLms．及びTMIの写しの最終部分にあ

　たる箇所からさらに文章が続き，全体としては約二倍の長さになっている。しかし，Mansha’一tx．

　の追加部分は，同施設の管理に関わる本来理の勅令である［Mansha’一ms．：！1b－13b，一tx．：

　282－284］o
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スィブ職任命書のように，両作品に収録された写しの間で被任命者に対する給与の額が完全

に一致しているものもある［Mansha’一tx．：！22；TMI－MS：60a－b］。さらに，　TMIに収めら

れたMald　a1－Dlnに対する「スルタンの署名を行う職務の任命書」［1－4］にある様々な職

務内容は，同時…代の他の史料において伝えられているものとも一致しているこDW二401；HS

4：160；MA：158b］30）。以上のことから，　TMIに収められた勅令の写しは，その元となった

ものが実際に発行されたか否かに関わりなく，そこに書かれている具体的な内容は史実を反

映したものであると言えるだろう。

　次にTMIに収められた勅令の写しを内容別に分類すると，「サドル職31）任命書」が5件

と最も多く，次いで「カーディー職任命書」と並んで「ザカート免除（bakhshish－i　zakat）

の勅令」の4件となる。ヂサドル職任命書」の収録数の多さは，ティムール朝末期における

この職務の社会的地位の高さを反映しているものと思われる32）。

　次に「ザカート免除の勅令」についてであるが，管見の限りTMIと隅時代，あるいは先

行する茎蜂のインシャー作品の中に同じタイトルを持つ写しは存在しない。これらの写し

〔1－17，41，43，47〕の内容を確認してみると，実際には商人やスルタンの側近に任命されて

商いを行う者たちに対する，シャリーアに反する諸税の免除特権の下賜であることが分かる。

これらの勅令に「ザカート免除」というタイトルがつけられた理由については，それぞれの

勅令の内容が大きく異なるため，明確な答えは出せていない。現段階では，本来シャリーア

に則った税騒である「ザカート」という用語が，タムが税を始めとする商業に関わる諸々の

非合法な税の総称として使用された可能性を指摘するに留める33）。

30）　この任命書の中で述べられている様々な職務の一一つが，文書の「玉璽（muhr－i　buzurg－i　hu－

　mayan）に対藤する純麗に『それについて承認した（ittala‘a　‘alayhi）』という文字」でスルタン

　に代わって署名するというものである〔TMI－MS：28b］。実際Mald　a1－Dinがこの権隈を有して

　いた時期（879／1474年）に発行された現存する文書では，文書左下に押された玉璽に対擁する位

　遣，すなわち右下の欄外にこの署名を確認することができる〔Mokri　ig75：78］。

31）サイイドやウラマー屡の保護と統括，ワクフ運営の管理や宗教施設の維持を職務とし，行政組織

　上はティムール朝駆において聖明に間わる諸官職から構成されるイスラーム社会のヒエラルキー

　の叢高位にあった£Herrmann　1968：200－206；Herrmann　1979：278－280；Roemer　1952：！43－146；

　小野1988：84－85；久保1997：155－157；閥野200！：380］。

32）　1爵時代のインシャー作贔集にも同じ傾向が見られる。例えば，NNでも合計34件収められた勅

　令の写しのうち，「サドル職任命書」は4件と最も多い。ShNでは合計40件収められた勅令の写

　しのうち，「サドル職任命書」5件は「ワクフの管理職任命書」6件に次いで多い。

33）　イル・ハーン朝期には商税であるタムが税が，商品に課税されるザカートの代わりとして徴収

　されたが［Fragner圭986：534，540；Petr－uskevsky　1968：506，532］，　Shah　Rukh期にはタムが税が

　ザカートの名匠で徽収されるようになったという［Hinz　l950：191－192］。このような経緯も，

　TMIにおいてザカートという粥語が聖法に反する諸々の税馨を総称して使用された理磁の一つと

　して考えられよう。ただし，TMIの中に「タムが税免除の勅令」という写し［1　一42］が存在す

　る一方，［1－17，43］ではザカート免除の理由として下賜対象者が「個人的義務である」「刑法に

　則ったザカート」を支払っていることが挙げられており，二時タムが税とは別に，「合法的な」本

　来のザカートも存在していたと考えられる。これを裏付けるものとしては，」2mlが自筆書嫡の中

　で，宮廷に対し商入から「タムが税以外のものを徴収しない」よう要請する一方，鴉の書簡ではノ



Tarassul－i　A4u　‘in　al－！）魏癩擁α〃z7πα4煙厩7」に関する一考察 55

　以上のような商入に対するものに加え，職入などその他の都市住民に対する諸特権，特に

シャリーアに反する諸税の免除特権の下賜文書の写しの数を合計すると10件にのぼる。年

代記史料などではほとんど描かれることのなかった，当時の徴税システムや都市工芸と政権

との関わりを明らかにする上で貴重な史料と震えるであろう34＞。

　3書簡の写し

　書簡の写しに関しては，第二部に往儒，第三部に返信の写しが収められている35＞。TMI

の目次によれば，第：二部，第三部の第一章に「スルタンの書簡」が，第二章に「私的書簡」

が割り当てられることになっているが，両部とも本文申に第二章の外題が書かれておらず，

第一章と第二章の区別は明確ではない36＞。また，差畠人がスルタン以外の人物であると判

断できる書簡についても，タイトルや本文に差鵡入の名は明記されていない。Mu‘ln　al－Dln

霞身が差出人であったとも考えられるが，特定することは女難である37）。

　これらの書簡の写しの中では，Hasa且Begすなわちアク・コユンル朝君主Uzun　Hasan（r．

1453～1478年）宛てのものが，往信6通，返僑1通，合計7通と最も多い。さらにUzun　Hasan

の息子たちで艦主となったSultan　KhaM（r．1478年）やSultan　Ya‘qUb（r．1478～1490年），

彼らに仕えたアミールや富僚宛ての書簡を加えると合計で18通になり，Sult顔Husay旦治

盤の前半期において，アク・コユンル朝との関係がいかに重要であったかを示している。

　Uzun　Hasa且に宛てた書簡の内容はそれぞれ，両政権間の政治的問題の解決を求めるもの

が2通［ff　一10，　M－5］，近況を伝えつつ相互に連絡を取り合うことの確認が2通［∬一！9，

23］，アク・コユンル朝領内にある相続財産の権利譲渡の要請が1逓［9－8］，捕虜の解放の

要請が1通三一53，ヘラート在住のシャイフの子供たちがアク・コユンル朝領内からへ

Xa

　　「ザカート」を「聖法に閾って徴幽するよう」要請していることが挙げられる［YpyH6aeB！995；
　　126，　！30－13！，　144，　152］0

34）　これら都市住民に灯する諸特権の下賜文書の写しが収録された背景には，麟身の保護者である

　　Majd　aE－Dinが民衆に対して善政を行っていたことを強調しようとするMu‘ln　al－Dinの意図が

　　あったとも想定しうるため，写しそのものが偽作であると疑う余地はある。しかしながら，Majd

　　aレDlnがイスラーーム法に反する諸税を撤回し，臣民保護に努めていたことは，年代認などの記述

　　からも確認できることであり［DW：406；耳S　4：181〕，こうした免除特権の写しが史実を賢く反映

　　していないと晃倣すことは出来ない。

35）　このうち，二つの書簡の写し£∬一6，　24］については，サファヴィー朝期に編纂された書簡集

　　Munsha’nt－i　Evog’lzに一部語句や文章が異なるものの，嗣じ書簡の写しが収録されている

　　［AMT　：　359－360，　403－405］．

36）後掲の【衰】では，書簡本文の内容と「書き乎の自称（dhikr－i　katib）」に基づき，差出人が

　　Sult2n　E｛usayRを始めとする王族であると判断できる書簡の写しは第一章に，差一入が明らかに

　　スルタンよりも下の地位の者である場合は第二章に分類した。例えば，［ll　一29］などで使用され

　　ている「貧しき者（faqlr）」という表現は［Tlv！1－MS：！26a　ff．］，スルタンが使用する自称として

　　は相応しいものではなく，少なくとも差出人はスルタンより下位の者であると目前できる。

37）Mar写本のみ，［H－29］のタイトルに差出人として‘A31　Shlrの名が記されている。
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ラートに移動する許可を求めるものが1通［E－9］となっている。

　このうち，アク・コユンル朝領内にある栢続財塵の権利譲渡の要請［∬一8］については，

Sultan　Husaynの側近の一人がアク・コユンル朝領内に相続財産（jihat－i　matrUka）を有し

ており，彼が指定した代理人がその地に向かうので，代理人にその資産や権限（jihat　wa

huqaq）を譲渡するよう命じて欲しい，という内容が書かれている。上記のような要請は，

Sultan　Ya‘qQb宛ての書簡，及びその政権下で権力を保持した窟僚Qa磁Mas恥al－Din　‘lsa

Sawali38）やShaykh　Najm　a1－1）ln　Mas‘ttd39）宛ての書簡においても確認することができる

［ll　一27，35，　36，　M－3］40）。すなわち，アク・コユンル朝の町回，政権関係者に対して書かれ

た，同じような内容を持つ書簡が合計5通も収録されていることになる。

　勅令の写しの場合と同じく，書簡の写しに関しても実物が現存しない以上，写しの元に

なった書簡が実際に送られたかどうか決定的な証拠はない。また，政治的問題に関する書簡

の写しとは異なり，根回財産の権利譲渡を要請する書簡の内容と一一致する情報を他の史料の

中に見出すことは出来ない。では，これらの書簡の写しはMu‘ln　al－Dlnが単に自身の文学

的才能を示すために執筆したものであり，史実を反映したものではないと見倣すべきなので

あろうか。

　そこで，上記の相続財産の権利譲渡を要請する書簡の写しを比較してみると，それぞれの

受取人に対する形容辞（§if2t＞やラカブt析願文（du旬など書簡賢頭部の記述こそ異なる

ものの，本文部分ではいずれも極めて簡潔な表現でほぼ周じ内容の文章が書かれていること

が分かる41＞。このことから，少なくともMu‘ln　ai－Dlnが単に自身の文学的才能を示すため

にこれらの書簡を執筆したのではないと想定できる。仮にそのような目的を持って執筆した

のであればいずれかの書簡の本文部分を別の内容や表現に変更することも可能であったは

ずだからである。すなわち，似たような本文内容を持つ書簡の写しが数多く収録されている

という事実は，それらの書簡が当時のヘラートの政治的，社会的情勢を反映したものである

ことを示しており，この場合アク・コユンル朝の支配領域拡大に伴って，ティムール朝との

闘に土地の所有権に関わる問題が発生していたと考えられるのである。

38）Sul‡an　Yぎq曲が皇子であった時期に教師を務めt霜主となってからはサドル職とシャリーアに

　関わる諸件を統括する権隈を委ねられた［HS　4：43！；MN：187－188；MN－Pl：l18－119　；　MN－P2：

　293－294；NN：31a］。その後，894～96／1489～91年に財政改革を断行したが，！490年末のSultan

　Ya‘qabの死去後，処刑された［Minorsky　l964：229－237；Woods　1999：143－！45f　I51－152］。なおT

　［E－29］では彼のラカブはMubyl　al－Dlnとなっている。

39）Q繭‘lsaの甥。　Sultan　Ya‘qUbのパルワーナチを務め，国務と財務に関わる全ての権限，及び

　ファルマーンに玉璽と並ぶ位竃に署名をする権限を与えられた〔HS　4：431；MN：188；MN－Pl：

　｝19：MN－P2：295；NN：36a；Minorsky　1964：231］0

40）相続財産の権利譲渡の要講については，オスマン朝霜主Sul痴n　M燵ha騰mad（r．　！444一一！446年，

　1451～1481年）宛ての書簡にも図様の内容が書かれている£9－6］。

41）書簡の構成や作法に関しては，以下を参照のこと［Fekete　l977：43－57；MitcheEl　1997：184－

　186；　Rajabzadeh　1993］o
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　次に書簡の受取人として多いのが，ナクシュバンディーヤのシャイフ，Khwaja　Ahrarと

して知られるKhwaja　‘Ubayd　Allah（1404～1490年）であり，往信書簡のみで計6通になる。

その内容は，政治的問題に関する報告が3逓［隅一3，4，28］，シャイフあるいはSultan

Husaynの側近の一族がマーワランナフルからホラーサーンへ移動／移住する許可の要請が2

通〔H－1，2］，罪人の引き渡しの要請が1通［H－20］となっている。

　Khwaja　Ahrarがティムール朝Sultan　Aba　Sa‘ld治世下で果たした政治的役割については

夙に指摘されていることではあるが［川本！986］，Aba　Sa‘id死後は特にSultan　Husaynと

サマルカンド政権の溜主Sul係n　Ah磁ad　Mlr畷（r．！469～1494年）やSul㌻an　Mal）mUd　Mlrza

（r．1494～1495年）との聞で仲裁役を務めていた〔Gross＆Urunbaev　2002：17］。上記書簡

の中では［ll　一19］と，　Sayyid　Radl　a1－Din　‘Abd　a｝一Awwa142）宛ての書簡［1－7］において，

Sul㌻an　Husaynは自らはK：hwajaの指示に従って友好関係を築こうとしたこと，その指示に

従わず反抗したのは「あの集団」の方であると述べ，自身に非がないことを主張している。

これらの書簡はいずれも第二部「往信書簡」に収められているが，Khwaja　Ahrarがしばし

ば両政権の友好を説く書簡をヘラート宮廷に送っていることからも［Gross＆Urunbaev

2002：24－28，　70，95f£］，　S織an　Husaynの書簡はKliwaja　Abrarの指示に対する返答の意味

もあったと考えられる43＞。

　一方［H－20］では，何某がホラーサーン（in　diyar）でディーワーンの割付と取引税

（ta取wllat　wa　mu‘amalat－i　dlwanl）を着服し，刑罰を畏れてマーワランナフル（an　diyar）

に逃亡したこと，何某を引き渡すようSultan　Abmadに書簡を送ったことを述べた上で，

Khwaja　Abrarに執成しを依頼している44）。この書簡の内容から，　Sultan　Husaynの方も，

サマルカンド政権との間に何らかの問題が生じた際には，Khwaja　A墳arの助力を仰いでい

たことが分かる。

　以上のように，TMIに収録された書簡の写しからは，ティムール朝末期のヘラート政権

42）Khwaja　Abrarの高弟，娘婿として絶大な信頼を受け，　Khwala　Ahrarの伝記漁5刀22～㍑等を書

　いたMir‘Abd　ai－Awwal　Nishaparl（d．1500年）のことか［Gross＆Urunbaev　2002：46－47，

　74－76；J｝1本1986：27－30］。一方，Khwandamlrは，‘Ali　Shirの保護を受けた艦名の鴉のサイイド

　（d．1521年）について雷及している［HS　4：355；KhA：220－221；久保1990：40］。しかし，〔　ll－4，

　7］の中でTこの人物がK：hwaja　Ahrarの指示をSuitan　Husaynの許にもたらしたと記述されてい

　ることからも，Khwaja　Ahrarと親密な関係にあった気褄のことを指していると思われる。

　晒‘フ1s肋厩ゴ伽09Jzに収録された，　Sul㌻an　HusaynからK：hwaja　Ahray宛ての書簡の写しにおいて

　も，K：hwaja　A紅arの指示をSultan　Husaynの許に届けた入物として‘Abd　al－Awwalの名が記さ

　れているが丁彼のラカブはGhiyath　a1－Dlfiとなっている［AMT：392］。

43）　『ナワーイー・アルバム遍の通称で知られる書簾集に収録されたKhwala　Ahrarの書簡の多くは

　’Ah　Shir宛てに書かれたものであり，　Khwajaの指題のいくつかは‘AII　Shlrを通じてSultan

　Husaynに上奏されたと考えられる［Gross＆Urunbaev　2002：71］。

44）Sul餓n　A毎mad宛ての書簡の写し［　II－22］には周く同じ内容が書かれている。このことから，

　［E　一22］は£li　一20］の中でSultan　HusaynがSuitan　Abmadに送ったと述べている書簡の写しと

　考えられる。
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と，サマルカンド政権やアク・コユンル朝などとの対外関係を検証するkで興味深い情報が

得られるだけでなく，Sultan　Husaynに対するK：hwaja　Ahrarの影響力の大きさを再確認す

ることが出来るのである。

　もちろん，TMIに収められた書簡の写しが全て当時の政治的，社会的情勢を反映したも

のという訳ではない。例えば弁別点のついたアラビア文字を一切使用せずに書かれた「弁

別点のない書簡」［蓬一33］のように，単に自身の技巧的，文学的な技量を示すことを融勺と

して書かれた書簡も収録されている。さらに，第麟部第二章には，極めて日常的な問題を

扱った小書簡も多数収められている［W－13～48］。このように，政治的，社会的情勢を反映

した書簡と共に，文学的な旨的や日常的な要請を満たすために書かれた書簡の写しが数多く

収められていることも，TM王の特徴の一つとして挙げることができるであろう。

　4TMIにおける社会階層

　次に，第二部第三章，及び第三部第三章にある，様々な社会階層に属する受取人宛てに書

くべき書簡用例の配列順を，他のインシャー作品のものと比較することによって，Mu‘ln

aレDinが想定した社会階層について検討してみたい。

　従来の研究では，中権のイランやその他のイスラーム世界における社会構造を検：証する際

主に哲学書や教訓書，または「君主鑑文学」と呼ばれる史料が利用され，特にNaslr　al－Din

Tasl（！201～1274年）の提唱した四分化された理想的社会の概念が後代に大きな影響を与

えたことが指摘されてきた45＞。それに対し，Mitche11はティムール朝末期に執筆された

K：am烈a1－D1n　HusayR　Wざi担K：ゑshifi（d　1504－05　ff）46＞の書簡術指南書Makhzanを取り上

げ，そこで提示されている階層化された社会集団の分析を行った。Mitche11はその分析の結

果，Tasiの理想的社会の概念とは異なり，スルタンやアミールといったテユルク・モンゴ

ル系支配者層と共に，ワズィーールや起草窟，主計官（lnustawfi）といったイラン系官僚層

が「最上位の集団（tabaqa－yi　a‘1a）」に分類されていることを指摘し，その背景には著者

Kasifiがイラン系窟僚1の地位の高さを主張する意図があったと結論付けた［Mitehell　2003：

501－505］．

　以上のような論旨は非常に興味深いものではあるが，Mitchell当身DKやNNでも社会集

団が階層化されていることを紹介しているにも関わらず［Mitchell　2003：495，504－505］，

Makhzanの社会階層区分との比較は一切行っていない。

45）TUsiが提唱した理想的縫会とは，①「ペンの人」（学識者，宗教関係者，書記詩人など）．②

　「剣の人」（軍人）t③「業務の人」（商人や職人），④農民に分類され，支配者がそれを維縛・

　管理する，というものである［Ashraf＆Banuazizi　1992：660；Marlow　1997：7－9ff．］。

46）　Makhzan他，多数の著書を残した図入であり，豪時ヘラートで有名な民間説教師であった。

　‘Ali　Shlrから保護を受け，いくつかの自著を彼に献即している［HS　4：345－346；KhA：221－222；

　Subteiny　2003：465－466；久保1990：36－37］。
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　そこで，まずDKと聾Nにおける階層化された社会集鐡の構成を確認してみたい。　DKで

は書簡の受取人の地位に従って三つの位階（martaba）に分け，さらに第三位階を二種

（§inf）に分けている。すなわち，四つの階層を想定することができる。それによれば第

一位階はスルタンや妃，皇子といった王室，第二位階はテユルク系アミールやワズィールを

始めとするイラン系宮僚の高官，第三位階のうちF高貴な人々（ashraf　al－nas）」は，宗教

関係者や違法行為取締窟，大商人（tullar）などを指し，「中層層の人々（awsat　al－nas）」は

村長（dahaqln）や隊商指揮富，甫の商人や職人（sUqa　wa　mubtarifa）を指す［DK　2：1－

392；1度音匡2002：6，10－！！］。

　一方，NNでは「最上位の集団」，「最も高貴な集団」，「巾間層の集団」，「最下層の集団

（‡abaqa－yi　adna）」という四つの集落に分けられている。それぞれ，「最上位の集団」はス

ルタン，アミール，サドル，ワズィール，宮廷の側近，イラン系富僚を，「最も高貴な集団」

はサイイド，シャイフ，ウラマー，カ～ディー，その他聖岳に関わる人々を，「中間層の集

団」は村長，大商人，技師（muhandisan），技芸の持ち主（hunar－waran＞を，「最下層の

集i劃は職人，手工業者（＄unna‘），市の商人，小売業者（mardum－i　plsha－k2r）を指して

いる　［NN二8a－80a；Herrmann　l968：29－35］。

　爾作最の社会集団の分類を比較した結果DKでは「最上位の集団」としてスルタンを始

めとする王室の構成員だけが挙げられているのに対し，NNではMakhzanと同じく，イラ

ン系官僚が「最上位の集団」に含まれていることが明らかとなった。つまり，Khwandamlr

はNNを編纂するにあたり，　Makhzanと同じ社会階層区分を採用したと考えられるのであ

る。このことから，少なくともインシャー三鷹で描かれる社会的ヒエラルキーは，イル・

ハーン朝末期～ジャラーイル朝の時代からティムール朝末期までの間に大きく変化したと書

えるだろう。

　では，同じくティムール朝末期のヘラートにおいてMakhzanやNN以前に編纂された

TMIでは，どのような社会階層区分が用いられているのであろうか。残念ながら，　Mu‘ln

a1－DlnはDKやMakhzan，　NNのように明確に社会集団をグループ分けしている訳ではな

く，第二部第三章f人類の諸集団に対する書簡」，及び第三部第三章「人類の諸集圃の書簡

に対する返信」において様々な社会集団の受取人をスルタンから順に列挙しているだけであ

る。

　ところで，本章第一節で既に述べたように，Mu‘ln　al－Dlnが設定した社会的ヒエラルキー

の特徴としては，サイイドとシャイフをスルタンと岡等の地位にまで高めている点を挙げる

ことができる。例えば，Khwaja　Ahrarに宛てて書かれた書簡の写しでは，　Sultan　Husay葺

は自身のことを「この誠実なる者（in　mukhli§）」または「哀願する誠実なる者（mukhli＄一i

niyazmand＞」と述べているが［TMI－MS：90b　f五1，前者の表現については贈主宛ての書簡

でも使用されている［TMI－MS：111b　ff．］。つまり，これらの書簡は書簡作成の作法の点か

らも，差出人であるスルタンと受取人であるシャイフが同等の地位にあることを示している
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と考えられるのである47＞。

　しかしながら，TMIの第二部第三章と第三部第三章において列挙されている様々な社会

集団の順番を確認すると，サイイドやシャイフの地位が高められている形跡は見られない

［1－63，　64；皿一26，27〕。これに関しては，第二部第三章のタイトルに付された「様々な時代

の書記たちに一致する序列と編集（tart沁wa　tadwin）に従って」［TMI－MS：10a，151a］と

いう記述に空騒する必要があるだろう。つまり，Mu‘in　al－1）lnはTMIの中で受取人の順序

という形で社会的ヒエラルキーを提示する際には，彼独自のものではなく，あくまで伝統的

なインシャー作品の序列に従ったと考えられるのである。

　次に，TMIとDKの社会的ヒエラルキーの序列を比較すると，その後のNNに共通する

大きな違いも見られる。すなわち，サドルの地位の高さである。TMIでは，勅令の写しの

中で「サドル職任命文書」が最も多く収録されていることについては本章第二節で既に述べ

たが，様々な社会階層に宛てた書簡用例の配列においてもスルタン，アミール，ハトゥンに

続いて，そしてワズィールやサイイド，シャイフよりも上位に，サドル宛ての用例が挙げら

れている［■一61；M－24］48）。

　ジャラーイル朝倉で編纂されたDKにサドル職に関する欝及がないのは当然と飢えるが，

上記のような変化はいっから見られた現象なのであろうか。Shah　Rukh治世下で編纂された

HNを確認してみると，列挙されている書簡受取人の順番は，スルタン，アーガー

（確飴yan＞，アミール，ワズィール，サイイドやカーディー，となっている［HN：12－57］。

ここで挙げられているアーガーが具体的に何を指しているのかは明らかではないが，少なく

ともHNの中では，書簡新例の受取人としてサドルという窟職が現れないばかりか，「サド

ル職任命書」の写しも収録されていない49）。サドル職そのものは，既に1380年代にはカル

47）LIでは，同等の者同士の書簡で粥いる自称として「切望する誠実なる者（mukhli＄一i　musk－

　taq）」という表現が紹介されている［LI：24b］。　Makhlizanでも，差禺入と受取人の地位が同等

　である場合や，スルタン岡士の書簡にのみ使用できる書き手の露称の一つとして，「支持を表明す

　る誠実なる者（mukkti＄一i　hawakhwah）」という表現が挙げられている［Makkzan－MSh：45a］。

48）MakhzaRにおいても「サドル」は「最上位の管鑓」の中に現れるが，　rサドルたちと王の側近

　たち（§udOr　wa　muqarrabari　mul亘k）」［Makhzan－BN：7a，一MSh：7a〕や「サドルたちと王権の

　柱石たち（al一＄udar　wa　arkan　a1一エロulk）」［Makhzan－BN：22b，一MSh：｝lb］などのように，窟職

　としてではなく，単に「貴顕」や賄力者」というニュアンスで使用されていると思われる〔c£

　Roemer　1952：143］。　Makhzanの構成上，それぞれの用語が表す職務内容を明らかにすることは

　困難であるが，少なくとも「サドルたちと聖心たち（al一＄udar　wa　al－muqarrablna）」に対する形

　容辞から判断する限り，MakhzaRに現れる「サドル」が宗教に関わる宮職であったとは考えられ

　ない［Makhzan－BN：33a］。引回点ではTなぜMakhzanの中で窟職としてのサドルが’扱われてい

　ないのか明らかではない。

49）HNと報じくShah　Rukh期に編纂された書簡・文書集命zグガ4ヅσ妨冷飯で｛まTカルト朝期に

　発行された「サドル職任命書」の写しは収録されているものの，ティムール朝期の同職任命書の

　写しは収められていない［jalal　aレD盈Y負suf　Ah1，　Fara　’id－i　G1め癬紘ms．　Universitatsbibliothek

　TGbingen，　orient．　Fol．　IIO　（Berlin　1060）　；　ibid．，　ms．　Kit2bkhana－yi　Danshgah－i　Tihran，　4756］e
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ト朝支配下のヘラートで存在していたとされており［N：errmann　1979：293－294；小野1988：

90］，Sh2h　Rukh期のヘラートでは彼らがカーディーやムフタスィブ以上に「世俗的な影響

力」を有していたと指摘されている〔Manz　2007：2！3－4］。確かに，　Manzがshah　Rukh期

のサドルに関して根拠とした史料では，サドル職に就いていた人物の数名が宗教関連施設の

建設に努め〔HS　3：639－640］，学問的，政治的分野でも活動していたことが述べられている

〔MS　3：248，489－490〕。しかしながら，これらの記述は当時のサドル全体というより，その

うちの数名が個々に果たした役割を表しているに過ぎず，サドルという地位そのものが有し

ていた「世俗的な影響力」を説明するものではない。インシャー作品におけるサドル職の扱

いを守る限り，イスラーム社会のヒエラルキーの最高位としてその地位が確立したのはティ

ムール朝末期のことであったと言えるのではないだろうか。

　以上のことから，Mu‘ln　al－Dlnは自身のインシャー作品集において，サイイドとシャイフ

の地位の高さを強調しながらも，書簡用例の序列に関しては従来のインシャー作晶の社会的

ヒエラルキーに従った。その一方，聖法に関わる人々を統括する立場にあったサドル職を，

初めてインシャー一作最の社会的ヒエラルキーにおいても上位に位置付けたと考えられるので

ある。

お　わ　り　に

　最後に，これまでの考察を通じて明らかになった，TMIの特徴を改めて確認しておこう。

　Mu‘in　a1－Dlnは，他のムンシーが文書や書簡を作成する際に自身の作品を参照することを

望んだが，TMIの作晶全体の構成としては理論的，実務的な手引書というより，模範的な

勅令・書簡の集成という傾向が強いものである。

　勅令の写しに関しては，被任命者の名前が書かれている場合が多く，他の史料でその存在

が確認できるだけでなく，実際に当該職務に就いていたことを確認できる場合もある。また，

写しの元になった文書の真偽はともかく，そこに書かれている具体的な内容は史実を反映し

たものであり，十分に史料的価値を有することを再確認できた。さらに，商人や職人に対す

る免税特権授与の勅令の写しは，当時のヘラートにおける都市社会と政権との関わりを検：証

する上でも興味深い情報を提供してくれるものである。

　次に，書簡の写しについても，元になった書簡が実際に送られたものかどうかに関わらず，

当疇のヘラートの政治的，社会的情勢を反映したものであると考えられる。その記述からは，

Sul㌻an耳usaynのヘラート政権と，アク・コユンル朝やティムール朝サマルカンド政権との

様々な問題が浮かび上がるだけでなく，ナクシュバンディーヤのシャイフKhwaja　Abrarの

影響力を改めて確認することができる。

　また，書簡用例の序列から把握しえたTMIの階層化された社会像は，従来のインシャr

作晶における序列に従ったものであったが，Mu‘ln　al－Dinは書簡・文書の分類とその用語を
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定義するにあたって意図的にサイイドとシャイフの地位を向上させた。それと同時に，サド

ル職を社会的ヒエラルキーの上位に位置づけたのである。

　本稿ではTあくまでTMIの全体的な構成と，収録された写しから読みとれる情報を中心

に論じてきたため，同時代，あるいは先行する時代のインシャー作品との比較については十

分に行うことが出来なかった。特に，TMIに収録された勅令や書簡がどのような規則に基

づいて書かれたのか，という問題が残る。現時点では，DKやManalir，　Makhzanにある

勅令・書簡の用例や書簡作成上の臨月ijの中に，　TMIに収録された勅令・書簡の構成と完全

に一致するものは確認できていない。今後，上記三作品を含め様々なインシャー作品に記さ

れた書簡作成上の規定や作法と比較することによって，文体や書体といった文学的側爾から

もTMIを検証する必要がある。それによって，ティムール朝末期のインシャー作品全体で

共有された文化的要素を提示することが可能となるであろう。
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　　　　　　　老　　　『騰南アジア研究匪25，25－50，

久保一之（1996）イスラーム期中央アジア古文書学の成果と16世紀ブハーラーの法．廷文書書式集

　　　　　　　陳洋学欄78（2），29－53．

久保一之（！997）ティムール朝とその．後　　　テKムーール朝の政府・宮廷と中央アジアの輝き

　　　　　　　『岩波講座世．界．va　11　　中央ユーラシアの統合9－16世紀　　」岩波書店，147－176。



66 杉　由　雅　樹

久保一之（2001）いわゆるティムール朝ルネサンス期のペルシア語文化圏における都市と韻文学

　　　一15世紀末ヘラートのシャフル・アーシューブを中心に一晒爾アジア研究薫54，

　　　　54－83．

間野英二（2001）『バーブル・ナーマの研究IV　研究編選松香堂．

渡部良子（2002＞階寵典範翌の成立背景：14世紀におけるペルシア語インシャー手引書編纂とモン

　　　　ニゴノレ文書4テ政　『史学射套誌』　！1！　（7），1－31，

渡部良子〈20e3）モンゴル時代におけるペルシア語インシャー術指蒲書翼オリエン穏46（2＞，

　　　　圭97－224．

（京都大学大学院文学研究科〉



Tarassul－i　Mbl　［in　al一“Din　Muhammad　fsfituriに関する一考察 67

表　TMI目次
※頻出する尊称は略暑を用いる（A．＝Amlr，　K：h．　＝K：hwaja，　M＝Mawlana，　Q＝r　Q2di，　S．；Sayy三d）。

※写本間で各勅令，及び書簡のタイトルが全く異なる場合には，内容に簸も適していると思われるもの
　を採用した。

※章タイトルの後の（）内に，MS／AQ／Mar／IOの順で各写本の該当するフォリオ数を示した。筆者
　の判断で収録されている順番を入れ替えた勅令・書簡の写しについては，タイトルの後に各写本の該
　当するフtリオ数を付した。なお，［工一20］の・＝はMS写本の錯簡箇所を示す。

※いずれかの写本に欠落がある場合，写しのタイトルの後に写本略号と×印を付した。例：（10：×）
　＝10写本に収録されていない。（10：57a－58a×）w・　58a以「峰欠落。（810：×）；　llO，8の写しが欠落（複

　数の写しを同一タイトルでまとめている場合）。

（序）神と預雷者への賛辞，Sultan　Husaynに嫁する称賛，ヘラートの描写，　Jaml，　Majd　al－Dinに対する

　　称賛（lb－IOb／×4a－9b／！b－7b／lb－9b）

序論（muqadd量搬a）　書記術論

第一章（fa§1）　書記術の崇高さと書記の地位の高さについて（10b－12a／10a－llb／7b－9a／9b－11a）

第こ＝童　書簡作成の作法と寒具，ふさわしい時澗や場所について（12a－16a／！！b－！5b／9a－12a／1！a－！5a）

第一部（mansha’）1様々な職務（uln自r　wa　man蔑§ib）の授与に関する布告や命令，命令書やファルマーン

第一章：宮廷及びデイーワーンの闇闇の任命＝欝（16a－47a／15b47a／12a－35a／！6a－43a）

1．2 ハーキム職と統治職任命書 10．11 サドル職任命書

3 Mald　a1－DInに離するパルワーナチ職任命F書 12 ムスタウブイー職任命書（AQ；37a－38b×）

4
Mald　al一朕nに対するスルタンの署名［を行

､］職務の任命書
13 ディーワーンのイドラールとソユルガル授

^（AQ：×39a－40a＞

5 偉大なるワズィール職任命書 14

Kh，　Ja三al　a1－Din　Fa副A1圭ahに瞬する王室ワ

Nフ（awq証一i　humayan）のハーキム職と

_ルが職任命書

6
ディーワーン監督宮職（ishraf－i　dlw議臓）任

ｽ書
15 国都ヘラートのダルが職任命書

7
M．Burhan　al－D亙n　M漁ammad　Marwi　1）に

Wするサドル職任命書（10：×）
16

ハーリサート（khali§a∂の代理官職（蜘2bat）

C命書

8 Kh，　Shihab　al－DIがAbd　Allah　Marwaridに

ﾎするサドル職任命書
17 ザカート免除の勅令

9
E任命書

18 城代職任命書

第二章：シャリーアに属する職務の任命書（47a－72b／47ぴ73a／35a－53a／43a－62a）

19 S．漁がAIIに紺するChash狙a－yi　Si飼一kUh

ﾌシャイフ職任命書（×／27b－28a／×／×）
27

M，Najm　al－D1n　M面alnmad　Qay漉3）に対’す

驛wラートのムフタスィブ職便命書

20

Khanzada　Shams　al－Din　Muhammad4）に対　　　　　　　　　　　　　　辱

ｷるナキープ職任命書
i23a～24b；36a／35a－37a／26a－27b／31b－33a）

28
M．Rukn　a1－D1n　Mas‘磁Shirwani5＞に対する

fawhar　Shadのマドラサの教授職任命書

1）マルヴのカーディーとサドル→ヘラートのサドル（d．1504－05年）£HS　4：323－324］。

2）ヘラートのサドル（d．1491－92年）IHS　4：3221　Q

3）父Jalal　al－Din（d．　1434－5年）はShah　Rukh治世のヘラートのムフタスィブ［HS　4：13；MS　3：454，

　　495；Manz　2007：2！0－211］．

4）ヘラートの2つのマドラサで教授国S4：581；KhA：219－220］。

5）Gawhar　Shadのマドラサの教授［HS　4：343；MN：139畦40；MN－Pl：91－92；MN－P2：266］。



68 杉　　山　雅　樹

21 シャイフルイスラーム職任命書 29
MSa‘da1－D1nMas‘ad　lこ対するM1rza
ru1臓n　Aねmadのねazlraにあるマドラサの

ｳ授職任命書

22
Q．Ni踪m　a1一敷n　A暴mad6）に；轡するヘラート

ﾌカーデイ一聯任命書
30

M，Ni％m　al－D1n　Hablb　Allahに対する筥廷

ﾌイマーム職任命欝

23

M．N魔a1－D1n　Muhammad　aHm蕊m至7）とM．　　　　　　　　「

pu‡b　a1－D至nM晦ammad　aレ1m融類8＞に卜す

驛wラートのカーディ二階任命書（10：×）

31 イマーム職とパティーブ職任命書

24

‘亙mad　aレD塗Baba｝｛asan　Kh鷺shmarδan9）に　　　　　　　　　・

ﾎするサブザワール地方の帯心ディー職任

ｽ書

32 Kh．　Shi絵b　a1－D沁‘Abd　A撚hに鰍する

fazurg識のシャイフ職任命書

25
M．Piya’al－D夏n　N窺r　AUahlo）に妨するカー

fィー職任命書
33

M，Kamal　al－Dla恥sayn　Kashi且に対する

bhaharsaqのハーンカーのシャイフ職任命

26
M．Na＄r　a1－D礁Ab鴛aadに対するムフタスィ

u職任命書
34

M．Mas互h　alのin｝至ab童b　Anah　Tabib11）に対　　　　　　直

ｷるMalikat　A帥aの病院の医師職任命書

第三童：その他の布告や命令（72b－90a／73a－91b／53b－68a／62b－77b）

35
S．Ra嘆a圭一Din　Aba　al－Hasan　a1－Karbalざ至12）

ﾉ対する巡礼の遵中保護の勅今
42 全ての者に蝉する（‘ala　a1／UmOm）のタム

ｪ税免除の勅令

36
Sh註Qゑsim　N魔bakhsh13）に対するイドラー

求k授与〕の勅令
43 Kh．　Jalal　aレD驚Ma加ぬdとその兄弟たちに

ﾎするザカート免除の組重

37 M．Sadr　aレDI登華asan　b．　Ghiy農th　a1つln

Hbrahim　Husa臓に対する教師職任命書
婆4

金ての者に対する人頭税（sar一曲umar）免

怩ﾌ勅令

38
Kh．‘Abd　al畷ayy　Zargar　lこ対するサーヒ

u・イヤール（試金師）の任命書σ0：×）
45 Pahlawan　Kamal　al－DI登Ma無煎d　Sayyad

ﾉ対する勅令

39．40
オルマク織り（肛mak－baf）のMu唇ayyaδ
clw蝕aに対する〔免税特権授与の〕勅令

46 オルマク織りのMu‘ayyaδDiwanaに対す
驕k免税特権授与の〕勅令

41
Kh，　Sa‘d　a1－D斑Muhammad　K：irman正に対す　　　　　　　　　「

驛Uカート免除の勅令
47

K：hJalal　al－D無Tayibadlに蝉するザカート

ﾆ除の勅令

第二弩3　轡擁薔　（maktUbat）

第一章：スルタンの書簡（90b－125b／95b－132b／68b－93b／77b－ie4b×）

1－4

5

Sul頃n　HusaynからKk．‘Ubayd　Allah宛て

S戯an　Husaynから翠asan　Beg宛て

圭7

18

ハラブのワーり一，Na＄ir　ai－Dln　Amlr

Qachmas宛て

Q．　Qutb　al－Dln　Abb　al－Khayr　al－Khaydari

宛て

6）ヘラートのカーディー（d．1494年）［HS　4：339－340；KhA；208－209］。

7）ヘラートのカーーディー（d．　1486年〉［HS　4：105，335－336；K：hA：206］Q

8＞ヘラートのカーーディー£Mansha’：III－115］。

9）サブザワール地方の有力者£Mansha’：178－180；MN－T：161；MN－Pl：103；MN－P2：277］。

10）Shaybani　Khanによる占領期（1507～1510年）のヘラートのカーディー（dほ521年）［班S　4：610］。

11）当時の著名な二者（d．！499－50年）［HS　4：344］。

圭2）S磯all　Husaynがヘラートで最初に即位した際（873／1469年），十二人のイマームの名でフトバを

　　行うよう働き掛けた人物［MJ：148－149，190；RJ　2：328］e

13）ヌールバフシb・一・やのシャイフ（d．蜀20－2圭年）〔HS　4：6U－612；MJ：190；Gross＆Urunbaev　2002：

　　32’33］o
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6 Sul捻貧HusaynからSul臓n　Mu麺ammad宛て 19 Sul節n　Husaynから輩asa鍛Beg宛て

7 Sul臓a　HusaynからSRaαI　a1－Din‘Abd
≠戟|Awwal宛て

20 Su豆瞭n耳usaynからK鼓．‘Ubayd　A豆lah宛て

8～！0 Sultヨn　Husaynから耳asan　Beg苑て 21 Sul瞭n　Husaynから舞mi宛て

11 MIrza　K：ichik14＞からMa至ik　Qayitbay15＞宛て 22 Sul臓n　HusaynからSul籔n　Aね碧aad　M1rza

ｶて
12 Sultan琢usay窺からShirwansh農h宛て 23 S賦諭Husaynから王ねsan　Beg宛て

13 Sultan　HusaynからSultan　K：hal正1宛て 24 Sult舶HusaynからS圭譲h　Qasim　Nurbakhs童窪

ｶての哀悼書簡

！4 ‘Uthm謡Beg16）宛てαO：×） 25 ギーラーンの帝王宛て

15 秘書長（katib　al－sirr）Q．　Nalm　aレDin宛て 26．27 S賦顔HusaynからS賦an　Ya」qOb宛て

圭6 シャームの認官A．Khush　Qadam宛て 28 Sultaa輩usaynからK：h．‘Ubayd　A且ah宛て
i亙O：x）

第二章：あらゆる階縢で生まれた様々な書簡（maka七1ぴi　m就afarriqa）と私的書簡（ikhw2niyat）
i125b－151a／132b－！49b／94a－112a／104b－125a）

29 　一p，‘lsa宛て 39～42 あるアミール宛て

30 ルームのMawlana　Badr　al－Dln　5Ah　Qaφ至一

嚥La宛て
43 M．Rahim就All論宛て

31 イラクのワーリー宛て（10：×106b－107b＞ 44～46 イラクのあるアミール入宛て

32 ホルムズのワーり一，Malik　Salghur　Shah宛て 47 ある学識者宛て

33 弁別点のない書簡 48 M．‘Abd　al－Hayy　Munsh正17＞宛て

34 Kh．　Mぬmad　Gawan1によって飾られた書簡 49～52 あるハトゥン宛て（51AQ：149b×）i8）

35 　嶺p，‘lsa宛て 53．54
Kh　Muレayyad19）の死に対するKh．　RukR

＜撃cin　Mihna宛ての哀悼書簡

36 Shaykh　Nalm宛て 55 ‘Aぼal－D搬Sayyid　Am至r‘Ah宛ての哀悼轡簡

37 ルームのKh．‘Ata’Allah宛て 56 シーラーズのシャイフ宛ての哀擁書簡

38
謁見前に（qabl　az　mu簸qat）あるワズィー

笈ｶて〔に書かれた書簡〕
57 あるカーディー宛ての哀擁書簡

第三童；人類の諸集団に薄する書簡（151a－162b／×166a－167a／！12a－119b／125b－132b＞

58 上奏文〔冒頭部〕の形式（§Orat－i’ar⑫一dasht） 72 法学者宛て

59 偉大なるアミールたち（umar詑i　buzurg＞宛て 73 医者宛て

60 偉大なるハトゥン宛て 74 ムンシー宛て

61 サドル宛て 75 詩入宛て

14）Mirza　M正ranshah　b．　TimOrの曾孫にあたる，　Mlrza　Mubammad　Sulgin　b．　M1rza　Sultan　A麺mad（d．

　　1484－85年）のこと　［輩S4：175－176；MS　4；101！；Woods　i990：33］。

15）マムルーーク朝出’主（r．1468～1496｛紛。

16）Mlranshah　b，　Timarの孫にあたり，　Suitan　Ya‘qabの有力アミールの一一人であったSiiaraf　al－Dln

　　‘Uthman　Begのことか［cf．　Woods　1999：！29－！31，1941。

17）ティムール朝i召主Sultan　AbU　Sa　‘ldの文書庁長官（＄a取　ib－diwan－i　insha’〉噸アク・コユンル朝の起草

　　’ge．’　［lilS　4　i　108，　160］．

18）AQ：［9－51］の途申から［ll　一81］まで欠落。

19）Sultan　Aba　Sa‘id　Aba　aレKhayrの子孫の一人であるKh，　Mu’ayyad　Mihnaのことか［HS　4：！04；

　　｝vlN：49；MN－Pl：35；M“T－P2：208－209］．
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62 ワズィール宛て 76 クルアーン暗記者釦uff細一i　kalam）宛て

63 ナキープとサイイド宛て 77 説教師（khu‡aba）宛て

6娃 シャイフ宛て 78 指導者や村長（zuLama　wa　da醸qΣn＞宛て

65 イスラームのカーディー宛て 79 部族の蒼長（sar－k熱yl）宛て

66 ウラマー宛て 80 国入集國（muhtarifat）宛て

67 学識者（無φala）宛て 81 父や父の代わりとなる入物宛て

68 二二（恥kam旬宛て 82 母や愚の代わりとなる人物宛て（AQ：166a）

69 ムスタウフィー宛て 83 兄や兄の代わりとなる入物宛て（10：×）

70 民間説教師宛て 84 慧子や息子の代わりとなる入物宛て

71 ムフタスイブ宛て 85 グラームや従者（khidmaレkaran）宛て

第三部：返儒（lawab－i　makt負bat）　　　　　　　　　　　　　　　　　賃

第一章：スルタンやハーカーンの巨儒（mukha㌻abat）に対する返信
i162b－170a／167a－174a／119b－124b／132b一圭38b）

圭 （タイトルなし） 4 S穀irwanshahの書簡に対する返僑
i171b－173a／175b－176b／126a－127a／圭荏Oa－141a）

2 勝利宣索書が付された，Su晦篇Husay盒から
r濾an　Ya‘q自bの書簡に対する返揺

5 Hasa聡Begに対’する二手
i178a－180b／181a－！83b／129b～131b／x）

3 Sul捻n　Husay捻からSultaR　Ya‘qUbの書簡に

ﾎする返信

第二童：様々な書簡と私的書簡に対する返儒（173a－184b／圭76b－188a／127a－135a／141a－！45b）

6 ある学識者に対する返信
i三70a一三7三b／174a－175b／125a一圭26a／138b－140a）

17 ある学識者に賞する返儒

7～13
あるアミールに対する返儒
i10回分r：×／12，1310：×）

18 ある主（yikl　az　makhadi騰）に対する返信

iMar／工0：×）

14 ある学識轡に対する返儒 19．20 ハトゥンの書簡に対する返橿（2010：×）

15．16 あるアミールに対する返信20＞

第三薫：人類の諸集団の書簡に対する返信（185a－！94b／188a－188b×／！35a－141b／圭46a－15！a＞

2！ スルタンに対’する返儒 35 法学者に醸する返信

22 ハトゥンに対する返血（AQ：188b×）21＞ 36 医考に対する返儒

23 アミールに対する早戸αO：x） 37 ムンシーに対する返信

24 サドルに対する返球αO：×〉 38 詩入に対する返儒

25 ワズィールに対する返信αO：×） 39 クルアーン暗詑考に鴛する返儒

26 サイイドやナキープに対する返信 40 説教師に対’する返儒α0：×）

27 シャイフに対’する返信 4三 村長に対する二十（10：x）

28 カーディーに対する返信αO：×） 42 部族長に態する返信（10；×）

29 ウラマーに対する返信 43 職入集団に対する州府

30 学識者に対する二二 44 父や父の代わりとなる人物に薄する返儒

20）［薫一15コ及び〔四一16］のタイトルは，全ての写本で「同上」となっている。しかし，受取人に対す

　　る形容辞から判断しTタイトルを変更した。

2！）AQ：以下全て欠落。
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31 賢者に舛する返億 45 緑や母の代わりとなる人物に簸する返信

32 ムスタウフィーに対する返信 46 兄弟に対する返信（工0：×）

33 民間説教師に対する返信 47 息子に対’する返儒（10：x＞

34 ムフタスィブに対する返信 48　従者への返信α0：×）

三囲部：小書簡（riq蔚や序文新奇の私的書簡について

第一章：序文の円周（195a－2！1a／×／141b－！53b／151a級63a）

1
M1rza　K：lchlk著響隠者の住まい（漁フz63ガ々届

ﾌ序文
7 ワクフ文書の序文

2 陛下のこ側近（M1r‘A11　Sh1r）のマドラサ

ﾌワクフ文書の序文
8 1くh．Burhanの墓石の文章α○：×）

3
『天体に関する覚書（tadhkira）に対する注

@の序文
9 Kh．　Mir　Abmadの墓石の文章

4 ワクフ文書の序文 10 （タイトルなし）

5 Nar　aレD至n　Mゆalnmad　Q繭の墓石の文章 ！l 建物の碑文

6 ハーンカーのイーワーンの碑文（kitaba） 12 貯水池の諸門の碑文

第二二章：刀、書：f醜22）　（211a－220b／x／153b－159b／163a－！69b）

13 Shaykh　K：amal　Turbatlへの小書簡 33 債務を負うことについて

14．15 嘆願（slfarish）の小書簡 34 忠誠の表明

16 援助の要講 35 馬の要求

17 感謝と弁解 36 栄誉（akashrif）の要求

！8．19 援助の要請 37 本の借用

20．21 非難 38 約束の要請

22 負債の免除（ibrざ一i　dhimma＞と弁解 39 許しの要求

23 Kh．　Sha狙s　aレD礁K重磁jan1に関する嘆願 40 耳く動産　（a1一’aqar）　（7）要辱ミ

24
苦痛と痛み（al－saqta　wa　al－awla‘〉〔に対す

骰W舞状〕
41 大麦の要求

25
見舞いにいけないことの弁解（i6t三dhar　a1－

狽∞Qr　fゴドiyadat）
42 切り藁の要求

26 眼炎のための弁解（al一‘udhガan　a1－ralnad） 43 小麦の要求

27 禁書と見せしめのための網罰（aレqayd　wa
≠戟|naka1）

44 馬の借用

28
門番に関する不平（a正一shikayaピ韻al－baw－

翌≠a
45 羊の要求

29 招待（al－isti鱒ar） 46 本の借用α0：×〉

30．31 祭鑓の祝い（tahniyat　a1一‘1d） 47 約束の要求． i10：×〉

32 新年の祝いについて 48 薪の要求

丁丁　機知の微があり，驚異の鋳を持つ事柄について（220b－225b×／×／159b－164a／169b－174a）

22）MS／Mar：［W－！0］の鷹前に第二章のタイトルがある。内容から判断して，10に従った。


